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津幡町告示第２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条第１項の規定により、平成２３年第１回津

幡町議会臨時会を次のとおり招集する。 

 

  平成２３年１月１７日 

 

                     石川県津幡町長 矢 田  富 郎 

 

１ 招集期日  平成２３年１月２０日 

２ 場  所  津幡町議会議場 

３ 付議すべき事件 

 ⑴ 平成２２年度津幡町一般会計補正予算（第７号） 

 ⑵ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 
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平成 23 年１月 20 日（木） 
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議 長 谷 口 正 一 副議長 南 田 孝 是 
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消 防 次 長 國 本   学 教 育 長 早 川 尚 之 
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○職務のため出席した事務局職員 

議会事務局長 竹 田   学 議会事務局長補佐 高 山 真由美 

総務課長補佐 田 中 健 一  行 政 係 長 田 中   圭  

財 政 係 長 杉 田 純 也   
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○議事日程（第1号） 

  平成23年１月20日（木）午前10時開議 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 議案上程（議案第１号～議案第２号） 

      （質疑・委員会付託） 

       議案第１号 平成22年度津幡町一般会計補正予算（第７号） 

             議案第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につい 

                   て 

      （休憩） 

      議案第１号 平成22年度津幡町一般会計補正予算（第７号）および 

      議案第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

      （委員長報告・質疑・討論・採決） 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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午前10時00分 

   ＜開会・開議＞ 

〇谷口正一議長 ただいまから、平成23年第１回津幡町議会臨時会を開会いたします。 

 本日の出席議員数は、定数18名中、18名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

   ＜議事日程の報告＞ 

〇谷口正一議長 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。 

 

   ＜会議録署名議員の指名＞ 

〇谷口正一議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、津幡町議会会議規則第120条の規定により、議長において２番

中村一子議員、３番 森山時夫議員を指名いたします。 

 

   ＜会期の決定＞ 

〇谷口正一議長 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇谷口正一議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

   ＜会議時間の延長＞ 

〇谷口正一議長 なお、あらかじめ本日の会議時間の延長をしておきます。 

 

   ＜諸般の報告＞ 

〇谷口正一議長 日程第３ 諸般の報告をいたします。 

 本臨時会に説明のため、地方自治法第121条の規定により、町長に出席を要求いたしました。 

 説明員については、お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。 

 次に、町長から地方自治法第180条第１項の規定による 

 報告第１号 専決処分の報告について（「請負契約の締結について」の議決の一部変更につい

て（津幡町立津幡小学校校舎棟改築工事（建築))） 

 報告第２号 専決処分の報告について（「請負契約の締結について」の議決の一部変更につい

て（津幡町立津幡小学校屋内運動場棟改築工事（建築))） 

 報告第３号 専決処分の報告について（「請負契約の締結について」の議決の一部変更につい

て（津幡町立津幡小学校校舎棟改築工事（電気設備))） 

 報告第４号 専決処分の報告について（「請負契約の締結について」の議決の一部変更につい

て（津幡町立津幡小学校校舎棟・屋内運動場棟改築工事（機械設備))） 
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 以上、報告がありましたので、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 

 次に、監査委員から地方自治法第235条の２第３項の規定による平成22年11月分に関する例月

出納検査、地方自治法第199条第９項の規定による平成22年度定期監査としての財務事務監査の

結果報告がありました。 

 写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

 次に、さきの12月議会定例会で可決された「米価下落への緊急対策に関する意見書」、「保険

でよりよい歯科医療の実現を求める意見書」、「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意

見書」、「切れ目ない中小企業支援および金融支援策を求める意見書」および「ＴＰＰ交渉に関

する意見書」につきましては、関係機関へ送付いたしましたので、ご了承願います。 

 以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

   ＜議案上程＞ 

〇谷口正一議長 日程第４ 議案上程の件を議題とし、議案第１号および議案第２号を一括上程

いたします。 

 これより町長に提案理由の説明を求めます。 

 矢田町長。 

   〔矢田富郎町長 登壇〕 

○矢田富郎町長 本日ここに、平成23年第１回津幡町議会臨時会が開かれるに当たり、議員の皆

さまには何かとご多用の中ご審議を賜りますことに、心から感謝申し上げる次第でございます。 

 本年は、ここ数年に比べ降雪が多くなっております。除雪につきましては、すでに中山間地域

の除雪に12回、全町一斉に３回の出動をしております。自然が相手とはいえ、町民の皆さまの生

活に不便をおかけすることのないよう、今後も速やかに対応してまいりたいと考えております。 

 さて、国におきましては新年早々の１月14日に内閣改造が行われ、新たな体制で今月24日から

の通常国会に臨むこととなりましたが、報道によりますと、平成23年度予算案と関連法案の年度

内成立を目指すようであります。我々地方自治体といたしましては、一刻も早い来年度当初予算

の成立に努めていただき、依然として厳しい雇用情勢の回復と地域経済の活性化が図られるよう

期待しているところでございます。 

 当町といたしましても、雇用対策を含めた地域経済対策に配慮すべく、国の緊急総合経済対策

の趣旨に沿った「きめ細かな交付金」や、これまで光が十分に当てられてこなかった住民生活に

とって大切な分野を対象にした「住民生活に光をそそぐ交付金」を有効に活用して、きめ細かな

インフラ整備事業、小学校新１年生の複式学級解消事業や小中学校の図書整備および一部トイレ

への洗浄機能追加ならびに地域ボランティア交流室の整備などにより、町内中小企業の受注機会

の一層の拡大に配意することといたしております。 

 厳しい財政状況下ではありますが、町として可能な限りの緊急経済対策を図ってまいりたいと

考えておりますので、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げる次第でございます。 

 それでは、本臨時会にご提案を申し上げました議案につきまして、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 議案第１号 平成22年度津幡町一般会計補正予算（第７号）についてであります。 

 本補正は、歳入歳出それぞれ１億3,499万9,000円を追加するものであります。  
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 まず初めに、歳入からご説明します。 

 10款地方交付税3,986万6,000円の増額は、平成22年度普通交付税の再算定による追加交付分で

あります。 

 14款国庫支出金5,858万2,000円の増額は、国の補正予算によるきめ細かな交付金および住民生

活に光をそそぐ交付金であります。 

 15款県支出金853万円の増額は、ヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がんの予防ワクチン接種に対す

る県補助金であります。 

 18款繰入金2,802万1,000円の増額は、財源調整による財政調整基金からの繰入金であります。 

 続きまして、歳出の主なものを説明いたします。 

 ２款総務費916万3,000円の増額は、住民生活に光をそそぐ交付金による地域づくり推進事業基

金積立金のほか、緊急経済対策事業による地域ボランティア交流室整備にかかる福祉センター改

修費などが主なものであります。 

 ３款民生費730万5,000円の増額は、緊急経済対策事業による福祉車両購入費および町内公立保

育園の修繕費であります。 

 ４款衛生費1,996万9,000円の増額は、ヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がんの予防ワクチン接種の

助成額充実に伴う感染症予防費の増額および地下水シミュレーションモデル修正事業費の追加で

あります。 

 ７款商工費934万5,000円の増額は、購入以来15年が経過し、老朽化に伴う故障により運行計画

に支障を来すことが多くなった29人乗り公用バスの車両更新費用を追加するものであります。 

 ８款土木費6,810万3,000円の増額は、緊急経済対策事業による町道横浜19号線ほか15路線の町

道維持修繕費と町道太田54号線ほか２路線の町道整備事業費の増額および準用河川倉見川ほか２

河川の堆積土砂除去工事費の追加、さらに、昨年12月末からの降雪による除雪経費の増額が主な

ものであります。 

 10款教育費2,111万4,000円の増額は、緊急経済対策による中条小学校防球フェンス設置事業や

小中学校への洗浄機能付洋式トイレ設置など、小中学校修繕費を初め小中学校の図書充実を図る

学校図書購入費、さらに、つばた幼稚園のエアコン設置や雨漏り修繕などの幼稚園管理費や町立

図書館図書購入費などであります。 

 議案第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本案は、平成21年４月１日から施行されております国家公務員の一般職の職員の勤務時間を短

縮する取り扱いに準じまして、本町職員の勤務時間を１週間当たり40時間から38時間45分に改め

るものであります。 

 勤務時間の改正につきましては、石川県を初め、県内19市町のうち16市町ですでに実施されて

いる状況を踏まえ、本町におきましても所要の改正を行うものでございます。 

 以上、ご提案を申し上げました議案につきまして、その概要をご説明申し上げたところでござ

いますが、各常任委員会において関係部課長より詳細に説明いたしますので、原案どおり決定、

承認を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 
 

   ＜議案に対する質疑＞ 

〇谷口正一議長 これより議案に対する質疑にはいります。 
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 質疑はありませんか。 

 ありませんので、質疑を終結いたします。 

 

   ＜委員会付託＞ 

〇谷口正一議長 ただいま議題となっております議案第１号および議案第２号は、お手元に配付

してあります議案審査付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 休憩中に各常任委員会で、議案の審査方よろしくお願いいたします。 

          〔休憩〕午前10時13分 

           〔再開〕午後２時10分 

〇谷口正一議長 ただいまの出席議員数は、17名です。定足数に達しておりますので、休憩前に

引き続き、会議を再開いたします。 

 議案第１号および議案第２号を一括して議題といたします。 

 

   ＜委員長報告＞ 

〇谷口正一議長 これより各常任委員会における付託議案に対する審査の経過および結果につき

各常任委員長の報告を求めます。 

 多賀吉一総務常任委員長。 

   〔多賀吉一総務常任委員長 登壇〕 

〇多賀吉一総務常任委員長 総務常任委員会に付託されました案件について、総務部長および関

係課長の出席を求め、慎重に審査いたしました結果についてご報告いたします。 

 議案第１号 平成22年度津幡町一般会計補正予算（第７号） 

 第１表 歳入歳出予算補正中 

 歳入 全部 

 歳出 

  第２款 総務費 第１項 総務管理費 

 以上、一般会計補正予算については、全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。 

 次に、議案第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については、 

全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。 

 以上、総務常任委員会に付託されました案件についての審査結果を本会議に送付するものであ

ります。 

 報告を終わります。 

〇谷口正一議長 道下政博文教福祉常任委員長。 

   〔道下政博文教福祉常任委員長 登壇〕 

〇道下政博文教福祉常任委員長 文教福祉常任委員会に付託されました案件について、教育長、

町民福祉部長、教育部長および関係課長の出席を求め、慎重に審査いたしました結果についてご

報告いたします。 

 議案第１号 平成22年度津幡町一般会計補正予算（第７号） 

 第１表 歳入歳出予算補正中 
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 歳出 

  第３款 民生費 第１項 社会福祉費 

          第２項 児童福祉費 

  第４款 衛生費 第１項 保健衛生費 

  第10款 教育費 第２項 小学校費 

          第３項 中学校費 

          第４項 幼稚園費 

          第５項 社会教育費 

 以上、一般会計補正予算については、全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。 

以上、文教福祉常任委員会に付託されました案件についての審査結果を本会議に送付するもの

であります。 

報告を終わります。 

〇谷口正一議長 向 正則産業建設常任委員長。 

   〔向 正則産業建設常任委員長 登壇〕 

〇向 正則産業建設常任委員長 産業建設常任委員会に付託されました案件について、産業建設

部長および関係課長の出席を求め、慎重に審査いたしました結果についてご報告いたします。 

 議案第１号 平成22年度津幡町一般会計補正予算（第７号） 

 第１表 歳入歳出予算補正中 

 歳出 

  第７款 商工費 第２項 交通政策費 

  第８款 土木費 第２項 道路橋梁費 

          第３項 河川費 

          第４項 都市計画費 

 以上、一般会計補正予算については、全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。 

以上、産業建設常任委員会に付託されました案件についての審査結果を本会議に送付するもの

であります。 

報告を終わります。 

〇谷口正一議長 これをもって委員長報告を終わります。 

 

   ＜委員長報告に対する質疑＞ 

〇谷口正一議長 各常任委員長に対する質疑に入ります。 

 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。 

 ありませんので、質疑を終結いたします。 

 

   ＜討  論＞ 

〇谷口正一議長 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 ありませんので、討論を終結いたします。 

 



 - 10 - 

   ＜採  決＞ 

〇谷口正一議長 これより議案採決に入ります。 

 議案第１号を採決いたします。 

 委員長の報告は、原案可決とされております。 

 お諮りいたします。 

 委員長の報告どおり決することに、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇谷口正一議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号を採決いたします。 

 委員長の報告は、原案可決とされております。 

 お諮りいたします。 

 委員長の報告どおり決することに、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇谷口正一議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

   ＜閉議・閉会＞ 

〇谷口正一議長 以上をもって、本臨時会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。 

 よって、平成23年第１回津幡町議会臨時会を閉会いたします。 

 これにて散会いたします。 

午後２時17分 
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 地方自治法第123条第２項の規定により、これに署名する。 
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